
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

特
定
会
社
の
要
件

法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
七
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
決
権
に
占
め
る
大
企
業
者
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一

未
満
で
あ
る
こ
と
、
持
分
会
社
に
あ
っ
て
は
そ
の
社
員
（
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
占
め
る
大
企
業
者

（
第
二
条
関
係
）

の
割
合
が
二
分
の
一
未
満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
要
件

１

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
市
町



村
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
百
分
の
三
以
上
で
あ
る
こ
と
、
持
分
会
社
に
あ
っ
て
は
そ
の
社
員
の
う
ち
に
市
町
村
が
あ

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
公
益
法
人
に
あ
っ
て
は
財
団
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
基
本
財

産
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
市
町
村
に
よ
り
拠
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
社
団
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
社
員
の
う
ち
に
市
町

村
が
あ
る
こ
と
、
特
定
会
社
に
あ
っ
て
は
株
式
会
社
で
あ
っ
て
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
市
町
村
の
有
す
る
議
決
権
の

割
合
が
百
分
の
三
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
持
分
会
社
で
あ
っ
て
そ
の
社
員
の
う
ち
に
市
町
村
が
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

四

中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
補
助

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の
額
は
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業

の
実
施
に
要
す
る
費
用
（
共
同
住
宅
の
建
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
等
に
係
る
費
用
に
対

し
て
地
方
公
共
団
体
が
補
助
す
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

五

地
方
公
共
団
体
が
行
う
住
宅
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
補
助

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の
額
は
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
住
宅
の



建
設
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
等
に
係
る
費
用
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

六

中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
要
件

法
第
七
条
第
七
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
定
め
る
事
業
を
実
施
す
る

法

法
第
七
条
第
七
項
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
に
係
る

株
式
会
社
で
あ
っ
て
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
中
小
小
売
商
業
者

第
四
十
条
第
四
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、

が
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
七
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
持
分
会
社
で
あ
っ
て
そ
の
社
員
（
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い

も
の
を
除
く
。
）
に
占
め
る
中
小
小
売
商
業
者
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
五
項
第
二
号
関
係
）

第
二

特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
廃
止

特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
を
廃
止
す
る
こ
と
。

第
三

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
整
備
さ
れ
る
建
築
物
の
延

べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
事
業
を
民
間
都
市
開
発
事
業
に
追
加
す
る
こ
と
。



第
四

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
整
備
事
業
の
規
模
は

、
法
第
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
基
本
計
画
に
お
い
て
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
都
市
開

発
事
業
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正

大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
に
、
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

第
六

附
則

こ
の
政
令
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


